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第１章　宇治市災害ボランティアセンターについて

　宇治市災害ボランティアセンター（以下、「本センター」という）は、平成２０年３月
に宇治市社会福祉協議会が設置し、災害時における被災者支援活動はもとより、平常時に
おいても「災害に強いまちづくり」をめざして活動する常設型の組織である。
　災害ボランティアセンターは、災害時において必要とされる「災害ボランティア活動」
をコーディネートする機関である。災害ボランティア活動は、「被災者の日常生活への復
旧支援」を目的に展開される活動である。具体的には災害時に被災者支援活動を直接的に
行うことだけにとどまらず、被災者支援やボランティア活動のための資金の募金活動およ
び協力、さらに平常時における訓練等を通した啓発活動等で、関係機関と連携を深めるこ
とも含まれる。
　ボランティア活動は、「自発性」「社会性・公益性」「無償性」などの原則が挙げられるが、
それらの原則を支える前提は「相手の気持ちに寄り添い、その思いに共感をすること」で
ある。よって、災害ボランティア活動は、被災者の気持ちに寄り添い、その思い（被災者
の依頼や相談）を大切にし、自由で柔軟な対応を行うという視点に立って活動を行う必要
がある。
　災害ボランティア活動を行うにあたり、被災地の要請等を軽視するような活動や行動は
慎まなければならない。特に、ボランティアの「やりたい気持ち」だけで行動をしないよ
うに気をつけなければならない。また、ボランティアの健康・安全が確保され、無理のな
い範囲で参加できるものでなければならない。

　１．目的

　本センターは、災害時に円滑な災害ボランティア活動を通じて、被災者の日常生活への
復旧支援に努める。そのために、平常時から円滑な災害ボランティア活動が行えるように
訓練等を行うとともに、防災・減災・災害ボランティア活動への意識向上を推進し、住民
の「災害に対する意識」を高める必要がある。
　また、平常時から、宇治市内で活動する各種団体と連携しネットワークを構築しておく
ことが、活動を迅速かつ効果的に行うためには不可欠である。
　よって、災害時だけではなく、平常時からも活動する常設型の災害ボランティアセンター
を運営する。
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　２．定義

本書では、下記の用語を以下のように定義づけする。
・	「災害時」･･･ 宇治市で相当規模の災害が発生した場合。特に、水害や地震などにより
　　　　　　相当規模の被害が出る場合をいう。

・	「平常時」･･･ 宇治市で災害が発生していない状況、または、災害が発生しても相当規
　　　　　　模の被害には至らない場合をいう。

　３．主な活動

　　（１）災害時の活動
　　・	災害ボランティアの募集、受入およびコーディネートの実施
　　・	被害状況および必要な災害ボランティア活動の内容等の把握
　　・	災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達
　　・	災害ボランティアの安全管理
　　・	宇治市をはじめとする関係機関や団体との連絡調整
　　・	そのほか、必要と認められる活動

　　（２）平常時の活動
　　・	災害ボランティア活動の調査、研究および訓練の実施
　　・	災害ボランティア活動の広報・啓発
　　・	宇治市をはじめとする関係機関、団体や市民との意
　　　	見・情報交換およびネットワーク体制の整備
　　・	災害ボランティアおよびコーディネーターの育成
　　・	宇治市内で相当規模の被害には至らない災害が発生
　　　	した場合の対応
　　・	宇治市外で発生した災害における情報発信や情報収
　　　	集、必要に応じた対応
　　・	そのほか、必要と認められる活動

　４．体制

　本センターは、団体加入を基本として、正会員と賛助会員で構成される。事務局は宇治
市社会福祉協議会が担い、運営は、正会員の所属団体から選出された２０名以内のメンバー
で「運営委員会」を構成する。
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　５．宇治市との連携

　災害時において被災者は、日常生活はもとより、身体的な面から精神面に至るまで大き
なダメージを受ける。この状況下で、自力での身体的、精神的な回復、日常生活への復旧・
復興を求めることは、困難な状況に直面することが予想される。よって、被災者の日常生
活への復旧支援は、社会的かつ人道的課題であると言える。宇治市をはじめとする公的機
関および災害ボランティアは、それぞれの特性を発揮しつつ、相互に理解・尊重し合いな
がら被災者の日常生活への復旧支援の支援に取り組まれなければならない。
　宇治市をはじめとする公的機関は、「公正・公平」という大原則の下、主に、被災者の救出、
医療をはじめ、食料・飲料水・医薬品の確保、避難所の開設、ライフラインの復旧など、
被災者の生命の維持に直結することや、被災者の暮らしを支える共通基盤の復旧・復興を
図る事業を行う。
　一方、災害ボランティアは、被災者の気持ちに共感し、その痛みを自分の痛みに置き換
える姿勢が活動の原動力である。その活動は任意のものであるから、公的機関では関与が
むずかしいとされる個々の被災者に寄り添った自由で柔軟な活動が可能である。これまで
の事例では、家財道具の片付け、清掃、荷物搬送や相談の相手など、必ずしも特別な知識
や資格によらない多岐に渡る活動が被災者の心の支えとなり、またその被災者の日常生活
への復旧支援に大きな成果を上げてきた。
　公的機関と災害ボランティアの双方の取り組みが相乗的に行われることで、被災者の日
常生活への復旧支援となる。しかし災害ボランティア活動は、個別の活動になるため、宇
治市をはじめとする公的機関と災害ボランティア個人が個々に連携するのはむずかしいこ
とから、災害ボランティア活動を調整する機関として、本センターが存在している。本セ
ンターは、災害ボランティア活動の意義や災害ボランティアの役割を啓発しながら、宇治
市をはじめとする公的機関と連携を図り、効果的に被災者の日常生活への復旧支援を目指
していくことになる。
　宇治市をはじめとする公的機関と本センターが、災害時に有機的な協働を図りながら被
災者の日常生活への復旧支援を行うためには、平常時から訓練や研修等の場を設定、活用
し、信頼関係に基づいたネットワークの構築を図ることが重要である。
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関係機関との連携

宇治市（宇治市災害対策本部）
・	公平・公正のもと被災者の生命・暮らしを支える共通基盤の復旧
・	被災者の救出
・	医療、食料、飲料水、医薬品等の確保
・	避難所の開設
・	ライフラインの復旧　　　など
・	要援護者避難支援状況の確認

宇治市社会福祉協議会
・	社会福祉協議会事業に基づく生活支援
・	社会福祉協議会活動による地域情報の把握
　など

宇治市災害ボランティアセンター
・	災害ボランティアの募集、受入、コーディ
ネート

・	災害ボランティアの安全管理
・	被害状況および必要な災害ボランティア活
動の把握

・	資機材等の調達
・	運営資金の調達　　　など

地域団体
・	地域情報の収集
・	要援護者の避難
　支援

京都府災害ボランティア
センター

・	支援スタッフの派遣
・	必要な資機材の調達
・	京都府内外の関係機関・団体と
の支援調整

・	ボランティア活動支援資金の募
集などによる運営資金の支援
　　など

情報共有
被災者の

日常生活の復旧支援

本センター運営支援
（人・物資・資金…）
情報共有
活動にかかる
　　　協議調整

情報共有
本センターの

協働による運営

参加協力
情報共有

本センター運営
支援・情報交換

加入団体
・	地域情報の収集
・	センターへの運営協力
・	要援護者の避難支援

〈災害時〉

京都府社会福祉協議会
※災害時は京都府社会福祉協議会職員を３班に分けて対応する。
○総務班
・	近畿ブロック府県社協間の連携・調整
・	関係機関、団体との連絡調整
・災害対策本部情報等の収集、ＨＰの管理・運用
・	京都府災害ボランティアセンターへの支援
○現地支援
・	被災地へ職員派遣による情報把握
・	現地災害ＶＣセンターの立ち上げ・運営支援
・	被災地社協の業務支援
・	被災者への緊急貸付業務など
○財務
・	活動資金の調達等
・	災害ボランティア活動支援資金の募集・確保
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災害に強い
まちづくり

〈平常時〉

宇治市
・	防災訓練や自主防災組織への指導・啓発
・	災害時要援護者避難支援事業の実施　　　　など

宇治市社会福祉協議会

・	「災害」「防災」「減災」をキーワードに
した地域福祉活動への投げかけ

宇治市災害ボランティアセンター

・	災害ボランティア活動の調査・研究・およ
び訓練の実施

・	災害ボランティア活動の広報・啓発
・	関係機関との意見、情報交換およびネット
ワーク体制の整備

・	災害ボランティアおよびコーディネーター
の育成

・	宇治市内で相当規模の被害には至らない災
害が発生した場合の対応

・	宇治市外で発生した災害における情報発信
や情報収集に応じた対応

京都府災害ボランティアセンター
・	災害ボランティアコーディネーターや災害ボラ
ンティアの育成

・	資機材の整備・保管
・	ホームページによる情報提供
・	関係機関・団体のネットワーク作り
・	災害救援・災害ボランティアに関する調査研究
・	センター運営にかかる調査研究

地域福祉活動の

連携
本センターの

協働による運営

参加

加入団体として
連携・協力

各種事業・活動
による連携・協力

本センターの
運営支援

各種事業・活動
による連携・協力

地域団体
・	「災害」「防災」
「減災」をキー
ワードにした地
域活動　　など

・	要援護者避難支
援事業への協力

加入団体
・	センターへの運営協力
・	小規模または局地的な災害が宇
治市内で発生した場合の協力

・	研修・訓練等への参加　など
・	要援護者避難支援事業への協力

京都府社会福祉協議会
・	災害時要配慮者支援を目的とした研修・訓
練

・	関係機関・団体とのネットワークづくり
・	調査、研究
・	京都府災害ボランティアセンターの運営に
参画。
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第２章　「災害時体制」「平常時体制」への移行

　本センターは、常設型のセンターであるため、災害時体制と平常時体制がある。本章は、
災害が起こった後の「災害時体制」への移行ポイントと「災害時体制」から「平常時体制」
への移行ポイント、運営にかかる準備などをまとめている。

災害発生後７２時間をめどにした流れ（例）

宇治市社会福祉協議会
宇治市災害

ボランティア
センター

宇治市 
災害対策本部

関係機関等
一般ボランティア 

外部機関（マスコミ等）

２
４
時
間
以
内

７
２
時
間
以
内

７
２
時
間
以
後

○被災状況（宇治市内周辺、広
域）

・市内被災状況（死者・負傷者数、
家屋倒壊（全壊・半壊）数、等）

・ライフラインの被害および復
旧状況

・交通機関（鉄道・道路・橋梁、等）

○宇治市災害対策本部
                 の活動状況
・被災状況の把握の程度、その

時点でのおおよその活動内容
と以後の活動予定

・避難所開設状況

○宇治市災害対策本部との協議
・情報提供等の支援要請
○宇治市災害対策本部からの要

請

○関係機関の動向
・府 VC、府社協
・被害状況の確認

○地域の動き
・町内会
・民児協
・学区福祉委員会等

○移行判断にかかる協議
「災害ボラセン・社協の対応に
ついて検討中」 

「ボランティア受け入れは検討
中、今は来ないで下さい」

広報

参集基準に基づく参集 運営委員
連絡調整

参集

情
報
収
集
・
状
況
把
握

災害時体制に移行

以後の体制等の確認
「災害ボランティアセンター災
害時体制に移行」 

「詳細は検討調整中」 
「ボランティアはまだ来ないで」

広報

「災害ボランティアセンター災
害時体制に移行」 

「詳細は検討調整中」 
「ボランティアはまだ来ないで」

広報

「ボランティアの受け入れ開始
時期」 

「ボランティアの受け入れ範囲
（宇治市内・京都府内・近畿内・
全国 ･･･ など）

広報

被災地での
活動の開始

最低、１日２回（朝夕）の情報
発信

広報

○関係機関の動向
・府内・近畿圏内の社協職

員の応援
・社協業務への支援

時間は、災害の規模等に
よりずれ込むこともある

○運営準備
・当面の運営体制の決定 

センター長・センター長補佐 
総務担当  渉外・情報担当  ボランティア問い合わせ担当

・活動場所・内容の予測、必要資器材の準備・設置
・市へ報告、情報提供等の支援要請

○運営体制の確立
・センターの運営組織・人員配置・資機材等の全般にわたる

体制整備の完了
・関係機関に必要な支援要請

○活動開始
・情報収集の継続
・スタッフの労務管理
・稼動期間のめど
・ボランティアの受け入れ
・事故対応など

時間は、災害の規模等に
よりずれ込むこともある

時間は、災害の規模等に
よりずれ込むこともある

○宇治市災害対策本部の活動
状況

・復興活動の予定の把握
・避難所の状況

プレス発表

プレス発表

判　　断

プレス発表
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　災害の規模等により時間がずれることがあるが、本センターはおおむね災害発生後２４
時間以内に、情報の収集と発信を行う。
【情報収集】
・ 本センターは、「災害時体制」に移行するのか、「平常時体制」として対応をするのか
の判断をするために情報収集を行わなければならない。

・ 宇治市災害対策本部からの被害状況の確認はもとより、加入団体をはじめとする地域
団体からの情報とともに、本センターに参集するときのルート上などの情報の収集に努
める。

【情報発信】
・ 情報収集中である場合は、まだボランティア活動の受入をしていない旨の情報を発信
する。
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　本センターの運営委員と宇治市社会福祉協議会事務局職員は、被害の状況を考慮し、自
らと自らの家族の安否の確認が取れた後、宇治市総合福祉会館に参集する。その際、参集
ルートにおける被害状況を確認する。
　参集後、すみやかに宇治市災害対策本部と連携をとり、市内の被害状況の把握に努める
ほか、加入団体や地域関係団体、京都府災害ボランティアセンターなどと情報交換を行い、
予想される被害状況や活動内容などから総合的な判断の上で、災害時体制に移行する。そ
の際に特に留意すべきものは、以下の点である。
【留意点】
・ 被害状況が甚大で、自力や近隣の助けあい、行政の救援・支援だけでは、迅速な復旧・
復興がむずかしいと思われる状況か。

・ 多くの市内・市外のボランティアを受け入れることが、被災者のストレス負担よりも
意義が大きいと判断される状況か。

　本センターでの災害時体制への移行判断は、原則、下記の３名以上の合意により決定す
る。
【移行判断をする構成員】
・ 宇治市社会福祉協議会の会長、副会長、常務理事もしくは事務局長、またはそれに代
わる者の中から１名以上

・ 本センターの運営委員２名以上
　この決定を行った後、宇治市災害対策本部と協議し、災害時体制の運営準備を始める。
　ただし、宇治市災害対策本部からの要請があった場合は、運営体制が準備できると判断
された段階で災害時体制に移行し、宇治市災害対策本部へ連絡する。


